
４月１日から消費税等の税率引き上げにより
使用料等が一部改定されます

　社会保障を充実・安定化させるための財源として、現行５％の消費税率が、平成２６年４月１日
から８％に改正されることに伴い、町公共施設使用料、公共下水道使用料等の改定を行います。
　４月以降の町公共施設使用については、平成２６年３月３１日までに使用の許可があったものにつ
いては現行の使用料となり、平成２６年４月１日以降に使用が許可されたものについては改定後の
使用料となります。
　なお、住民票や印鑑登録証明、納税等税関係証明書などの手数料は現行のままで、改定いたし
ません。

※現行の使用料等は、一部を除き内税（消費税率５％）です。
※消費税率変更後の使用料について、１０円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

【消費税および地方消費税の税率引き上げについて】

【町営バスに関するもの、施設に関するもの】

【使用料等の改定について】

現　行 平成２６年４月１日～ 平成２７年１０月１日～
（予定）※

税　率 ５．０％ ８．０％ １０．０％
うち地方分 １．０％ １．７％ 　２．２％
う ち 国 分 ４．０％ ６．３％ 　７．８％

区　分 現行使用料
（消費税含む）

改定後使用料
（消費税含む） お問い合わせ先

町
営
バ
ス
利
用
料

普通利用料
（１回券）

一　　　般（中学生以上） １００円 １００円

総務企画課企画財政Ｇ
　☎６６２ー４２７１

子　ど　も（小学生以下） ５０円 ５０円

回数券利用料
（１１回券）

一　　　般（中学生以上） １，０００円 １，０００円
子　ど　も（小学生以下） ５００円 ５００円

各　

施　

設　

使　

用　

料

防災センター
１階会議室（９時～１２時） ３００円 ３１０円 総務企画課情報防災Ｇ

　☎６６２ー４８９９２階研修室（９時～１２時） １，１３０円 １，１６０円

保 健 福 祉
セ ン タ ー

研 修 室（９時～１２時） １，２２０円 １，２９０円 健康福祉課健康づくりＧ
　☎６６２ー２８３６調理実習室等（９時～１２時） ６１０円 ６４０円

中央公民館
大 ホ ー ル（９時～１２時） ６，１８０円 ６，４８０円

教育課生涯学習Ｇ
　☎６６２ー２２３５

研 修 室 等（９時～１２時） ６１０円 ６４０円

西 部 地 区
公 民 館

調理実習室（１回） ２，０６０円 ２，１６０円
集 会 室（１回） ３，０９０円 ３，２４０円

勤 労 文 化
セ ン タ ー

調理実習室等（９時～１２時） ６１０円 ６４０円
集 会 室（９時～１２時） １，５４０円 １，６２０円

町 民
グラウンド

全 部 使 用
（アマチュア・１時間当たり） ３００円 ３１０円

総合体育館
　☎６６２ー２３００

教育課生涯学習Ｇ
　☎６６２ー２２８９

夜 間 照 明
（アマチュア・１時間当たり） ４，０００円 ４，１１０円

町民プール
大　　　人 １００円 １００円
子　ど　も ５０円 ５０円

町 民
テニスコート

大　　　人（１面・１時間） ３００円 ３１０円
子　ど　も（１面・１時間） １５０円 １６０円

総合体育館 ア リ ー ナ
（入場料なし・９時～２１時３０分） ２，０００円 ２，０９０円

屋内ゲート
ボ ー ル 場

大　　　人（１面・１時間） ３００円 ３１０円
子　ど　も（１面・１時間） １５０円 １６０円

グラウンド
ゴ ル フ 場

中学生以下
１　日 １２０円 １２０円
年　間 ３，５００円 ３，６００円

高校生以上
１　日 ２５０円 ２５０円
年　間 ７，５００円 ７，７２０円

豊田地区農業集落多目的集会施設、達磨寺向新田地区農村集落多
目的共同利用施設、東部地区多目的交流センター、岡地区文化交
流センター

産業振興課産業振興Ｇ
　☎６６２ー２１１４

種　類 使用料等
町営バスに関するもの 普通利用料、回数券利用料
施設に関するもの 各施設使用料

下水道等に関するもの 公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料
教育に関するもの 学校給食費

現行の使用料（内税）÷ １．０５ ＝ 改定後の使用料（税抜）
改定後の使用料（税抜）× １．０８ ＝ 改定後の使用料

（消費税８％含む・
　　１０円未満の端数切り捨て）

基本的な考え方

　税率が次のとおり２段階で引き上げられます。

　町では、次に掲げるものについて、平成２６年４月１日から消費税等相当額の引き上げを行います。

　なお、改定の概要については次のとおりです。詳細は町公式ホームページをご覧になるか、
各担当へお問い合わせください。

※消費税率１０％の実施時期については、今後国が決定します。

◆下記により紹介している使用・利用料はごく一部です。詳しくは各担当へお問い合わせください。
◆町民および町内の団体が利用する場合、使用料は無料になる場合があります。
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